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 信頼度基準 

■信頼度基準 
 単一の事故、多重事故などの事故が起きた場合を想定した系統信頼度に 
 関する目標とすべき水準 

（１）Ｎ－１故障・・送電線１回線、変圧器１台、発電機１台の故障を原則 
（２）Ｎ－２故障・・送電線２回線故障等の機器装置２箇所同時喪失を伴う故障など 

設備健全時 

◇潮流が設備の常時容量を超過しない 
（常時容量・・・設備を連続して運転可能な熱的な容量） 

◇電圧が適正に維持される 

◇発電機が安定に運転可能 

設備故障時 

（ Ｎ－１故障） 

◇原則として供給支障を生じさせない 
ただし、その影響が限定的な供給支障は許容 

◇電源の連系する系統：その影響が限定的な発電支障にとどめる 

設備故障時 

（ Ｎ－２故障等） 

◇稀頻度であることから一部の電源脱落や供給支障は許容 

ただし、供給支障規模が大きく社会的影響が懸念される場合などは対策を行うよ
う考慮 

設備故障の頻度や影響などを踏まえ、設備健全時、設備故障時（Ｎ－１故障、 
Ｎ－２故障）における信頼度基準を満足するよう設備増強計画を策定。 

信頼度基準の考え方 



経 済 産 業 省  
資 源エ ネ ル ギ ー庁 地域間連系線等の運用容量の考え方 

出典：電力系統利用協議会  3 



経 済 産 業 省  
資 源エ ネ ル ギ ー庁 

出典：電力系統利用協議会  4 

連系線等を利用する場合の原則 

■ 連系線等を利用する場合の原則 
 連系線等の利用にあたっては、公平性・透明性の観点から、以下を原則とする。 

  ○登録時刻が先であるものを連系線等の利用順位の上位とする「先着優先（first-come- 
  first-served）」。 

  ○他事業者の連系線等の利用が阻害されないよう「空おさえの禁止（use-it-or-lose-it）」。 

利用計画（時刻登録４） 

Ａエリア Ｂエリア 

空容量 

利用計画（時刻登録１） 

利用計画（時刻登録２） 

利用計画（時刻登録３） 

利用計画（時刻登録４） 

②【先着優先】 
時刻登録順に容
量登録 

③【空おさえの禁止】 
利用計画の減少が 
判明した段階で、 
確保していた容量の減
少分は開放 

マージン 

①申込みの量が空容量の範囲内であ
ればタイムスタンプを打刻して容量登録 

新規容量登録の申込み 
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【連系線利用者】（連系線等の利用を希望する小売事業者） 

判定結果 

連系線 
利用計画 

【ＥＳＣＪ】 連系線 
希望計画 

【一般電気事業者送電部門】 

提出 通知 通知 

送電可否判定 連系線 
希望計画 

託送契約等の申込 
（連系線希望計画） 

提出 

Ａ
電
力 

Ｂ
電
力 

Ｃ
電
力 

送電可否 
判定依頼 

最終的な 
送電可否判定 

判定結果 

空容量等の更新 

空容量等の算出 

託送契約等の締結 

判定結果 託送契約等の締結 

通知 

提出 

契約 
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連系線を利用するにあたっては、利用を希望する小売事業者が送電経路上の一般電気事業者の送
電部門に連系線利用を申込み。 

発電設備の接続検討 
が事前に完了し、 
需要が確保されてい 
ることが必要。 
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 連系線等を利用するにあたって 

◆ 出力が不安定な電源による連系線の利用 
  出力が不安定な自然変動電源により連系線等の利用を希望する連系線利用 
  申込者（連系線の利用を希望する小売事業者）は、蓄電池や他の電源と組み合わせ 
  る等の方法により、蓋然性の高い連系線等の利用に係わる計画に基づき連系線等を 
  利用する。 

連系線等の利用は、 
蓋然性の高い計画で 
利用することが前提 

蓄電池 風力発電 
出力調整が 
可能な電源 

風力発電 

■ 連系線等を利用するにあたって 
  連系線等を利用するにあたっては、蓋然性の高い（確実性の高い）計画に基づいた 
  利用が前提。 
  連系線利用申込者（連系線の利用を希望する小売事業者）は、空おさえの禁止 
  （use-it-or-lose-it）の原則に従い、蓋然性の高い連系線等の利用に係わる計画に 
  基づき、連系線等を利用する。 
※出力変動等のため利用計画より実績が低い場合は、電力系統利用協議会から空おさえと判断され、将来の利用計画の見直しを要請される場合がある。 
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